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 結婚を望む方への支援の充実 

 
１ 事 業 費   １７２，８３９（前年度 １７７，０６６） 
            【財源内訳】       【主な使途】 

国庫     145,580   補助金  118,127 
一般財源  27,259   委託料   53,724 

 
２ 背景・事業目的 

少子化の大きな要因である非婚化・晩婚化が進行する中、県が行った 
調査によると、独身者の約８割は結婚を希望しており、独身でいる理由 
として「適当な相手にめぐり会わないから」が最多となっている。 
このため、市町村や企業・団体等と連携し、結婚につながる機会を創 

出することで、結婚を望む方々を社会全体で応援するとともに、結婚や 
子育てに対する前向きな意識の醸成や不安の解消を図る。 
 

３ 事 業 概 要 

新（１）子育て体験による若者のライフデザイン形成支援（1,200 千円） 
結婚や子育てに対する前向きな意識の醸成や不安の解消を図るた 

め、若い世代に乳幼児の子育て家庭を訪問してもらい、直接的な子 
育て体験や保護者からの体験談の聞取り等を行う。 

（２）結婚の希望をかなえるための支援（53,512 千円） 

・ 県の結婚支援事業の拠点として「ぎふマリッジサポートセンター」  
を運営し、市町村の結婚相談所との連携による広域的なお見合いの 
サポートや相談員の資質向上研修のほか、婚活サポーターの養成・ 
活用等、結婚に関する総合的な支援を実施する。 

・ 結婚を望む方が利用しやすくなるよう、センターの認知度向上を
図るため、集客施設等において「ぎふマリッジサポートセンター」
のＰＲを行う。 

・ 結婚を望む方を対象としたお見合いイベントの開催等により、新
たな出会いの場を創出する。 

（３）市町村と連携した結婚新生活に係る費用等の支援（118,127 千円） 
・ 全市町村が参加する「結婚支援協議会」により、結婚や子育ての
課題の解決に向けた取組みを県と市町村が連携して実施する。 

・ 新婚世帯の引越費用等を助成する市町村に対し補助する。 
 

所 属 健康福祉部子ども・女性局子育て支援課 

係 名 少子化対策係 内線 3533 

（款）３民生費 （項）３児童福祉費 （目）(3)家庭児童福祉費 

（明細書事業名）○少子化対策費 

少子化対策推進費 



－健福２－ 

 

 

 
妊産婦等への支援の充実 

 
１ 事 業 費  ５１６，１６６ 

（前年度※Ｒ４.３月補正含む ６２７，１４８） 
        【財源内訳】     【主な使途】 
         国庫    2,741   補助金 485,780 
         一般財源 513,425    委託料  28,410 
  
２ 背景・事業目的 

妊娠から産後間もない妊産婦の多くが不安や負担感を抱いていること 
から、すべての妊産婦等が安心して出産・子育てができる体制整備が必 
要である。 
そのため、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して支援ができるよう、 

相談窓口の運営や経済的支援を行うほか、男女ともに性や妊娠に関する 
正しい知識を身に付け、健康管理を行うよう促す。 

 
３ 事 業 概 要 

（１）特定不妊治療費の自己負担分に対する助成（248,000 千円）  
特定不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減するため、保険適用 

後の自己負担分に対し、１０万円を上限に助成する。 

（２）不妊・不育症相談窓口の運営（1,948 千円） 
不妊症や不育症に関する相談窓口において、土日を含めた専門相 

談員による相談支援を行う。 

（３）出産・子育て応援事業の充実（264,877 千円） 
・ 出産や子育てに関する伴走型相談支援と出産・子育て応援ギフト 
の支給に取り組む市町村に対し、その経費を補助する。 
［補助率］伴走型相談支援１／４ 出産・子育て応援ギフト１／６ 

・ 市町村が出産・子育て応援ギフトを電子クーポンで支給するため 
の県共通プラットフォームにおいて、ギフト内容を拡充するほか、 
サイトを活用して発信する子育て情報の充実を図る。 

新（４）プレコンセプションケアの推進（1,341 千円） 
 妊娠前からの心身の健康づくりを推進するため、高校生や大学生 
等の若い世代に対して、県独自の教材やプログラムを活用した出前 
講座等を実施する。 

 

所 属 健康福祉部子ども・女性局子育て支援課 

係 名 母子保健係 内線 3532 

（款）４衛生費 （項）２保健所費 （目）(1)保健所費 

（明細書事業名）○母子保健指導費 

母子保健訪問指導等事業費、母子保健教室開催費 

（款）４衛生費 （項）４保健予防費 （目）(3)母子保健指導費 

（明細書事業名）○母子行政等推進費  

母子行政等指導費 
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所 属 健康福祉部子ども・女性局子育て支援課 

係 名 子育て支援係 内線 3540 

 
放課後児童クラブの充実に向けた支援 

 
１ 事 業 費  １，０５８，１２３（前年度 ９０８，７３４） 

         【財源内訳】    【主な使途】 

                 国庫      13,630  補助金 1,028,278（事業費補助） 
         県債     85,100  委託料     28,597（事業委託） 
         一般財源 959,393 
 
２ 背景・事業目的 

県が実施した少子化に関する県民意識調査（令和５年度）では、結 

婚・出産後も働きたいと思う人が９割以上となっており、働きながら  

子育てしやすい環境づくりを支援する必要がある。 
しかし、子どもを預けられる受け皿の一つである放課後児童クラブ 

では待機児童が発生（令和５年５月１日時点：９１人）していること 

から、その解消を図るとともに、放課後児童クラブの質の向上に向け 

た支援を実施する。 

 

３ 事 業 概 要 

（１）待機児童解消に向けた総合的な支援（132,186 千円） 

・ 放課後児童クラブの定員数を増加させるため、市町村等が実施す 
る施設整備に対し補助する。 
［補助対象者］市町村等 ［補助率］１／３以内 

・ 待機児童が発生する市町村において、必要に応じて該当小学校も 

参画する個別連携会議を行い、具体的な解消策の策定を支援する。 

・ 保育士養成校の学生や潜在保育士、退職教員等の人材の掘り起こ 
しや、放課後児童支援員、補助員の養成を行う。 

（２）放課後児童クラブの適正な運営を支援（921,873 千円） 
・ 市町村が実施する放課後児童クラブの運営費や、環境改善に必要 

な改修、設備整備を行うための費用の１／３を補助する。 

・ 地域のニーズに応じた運営を支援するため、市町村が夏期休暇中 

のみ実施する季節児童クラブの運営費等の１／３を補助する。  

（３）サービスの向上に向けた巡回支援（4,064 千円） 
放課後児童クラブに巡回支援アドバイザーを派遣し、放課後児童 

クラブの運営に係る課題解決を図るための助言・指導を行い、放課 

後児童クラブの質の向上を図る。 

（款）３民生費 （項）３児童福祉費 （目）(3)家庭児童福祉費 

（明細書事業名）○少子化対策費 

少子化対策推進費 

        ○児童健全育成費 

児童健全育成推進費 
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子育て世帯への経済的支援 
    

１ 事 業 費 １，５９３，８２８ 

（前年度※Ｒ４.３月補正含む １，６７７，６１７） 

        【財源内訳】     【主な使途】 

                  国庫    430,507   補助金 1,592,731 
一般財源 1,163,321  委託料    858 
   

２ 背景・事業目的 
県が実施した少子化に関する県民意識調査（令和５年度）では、理 

想の子ども数を持てない理由として「子育てや教育にお金がかかりす 

ぎる」が約６割と最も多く、理想の子ども数２．４６人に対し、予定 

の子ども数は２．３５人と差が生じている。 
そのため、出産を望む人が安心してその希望を実現することができ  

るよう、子育て世帯への経済的支援の充実を図る。 
 
３ 事 業 概 要 

（１）第２子以降出産祝金支給事業費補助金（687,500 千円） 
夫婦１組あたりの出生数の増加と子育ての経済的負担の軽減を図 

るため、第２子以降の出生児１人あたり１０万円の祝金を支給する。 

（２）高等学校就学準備等支援事業費補助金（594,000 千円） 
高等学校進学時等における経済的負担の軽減を図るため、中学３ 

年生１人あたり３万円の高等学校入学等のための準備金を支給する。 

（３）出産・子育て応援事業の充実（264,877 千円）［再掲］ 
・ 出産や子育てに関する伴走型相談支援と出産・子育て応援ギフトの 

支給に取り組む市町村に対し、その経費を補助する。 

［補助率］伴走型相談支援１／４ 出産・子育て応援ギフト１／６ 

・ 市町村が出産・子育て応援ギフトを電子クーポンで支給するため 

の県共通プラットフォームにおいて、ギフト内容を拡充するほか、 

サイトを活用して発信する子育て情報の充実を図る。 

（４）第３子以降保育料等無償化事業費補助金（47,451 千円） 
保育所や認可外保育施設等に通う児童のうち、国の無償化の対象 

とならない第３子以降の児童に係る保育料及び副食費について市町 
村が無償化を実施する場合、その費用を補助する。 

   ［補助率］１／２ 

所属 健康福祉部子ども・女性局子育て支援課 

係名 少子化対策係/子育て支援係/母子保健係/保育支援係 内線 3533/3540/3532/3536 

（款）３民生費 （項）３児童福祉費 （目）(3)家庭児童福祉費 

（明細書事業名）○少子化対策費 少子化対策推進費 

（款）４衛生費 （項）２保健所費 （目）(1)保健所費 

（明細書事業名）○母子保健指導費 母子保健訪問指導等事業費 

（款）３民生費 （項）３児童福祉費 （目）(2)児童保護費 

（明細書事業名）○保育対策費 保育対策推進費 
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ワーク・ライフ・バランスの推進 

 
１ 事 業 費  ３５，０７３（前年度 ３３，０１７） 
           【財源内訳】      【主な使途】 
           国庫      17,265    委託料 23,234（事業委託） 
           一般財源  17,808    報償費  6,297（専門家派遣） 
                     補助金  1,600（事業費補助） 

 
２ 背景・事業目的 

ワーク・ライフ・バランスを推進するためには、企業における環境整 
備と、家事や育児に関する夫婦の相互理解がますます必要になってきて 
いる。 
そのため、仕事と家庭を両立できる職場環境づくりを企業へ働きかけ 

るとともに、家事や育児の振り返りを家庭へ呼びかける。 
また、従業員の仕事と家庭の両立支援や、女性の活躍推進などに特に 

優れた取組みを行う「ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業 
（以下「エクセレント企業」と表記）」の認定拡大を図る。 

  
３ 事 業 概 要 

（１）企業と家庭を対象にしたキャンペーンの開催（7,336 千円） 
・ ワーク・ライフ・バランスの推進に積極的に取り組む企業を対象に、 

企業の成長と両立させた働き方改革に関するＷｅｂ講座や業種ごとの 
勉強会の開催、コンサルタント等の派遣を行う。 

・ 家庭向けに、自らの家事・育児の取組状況を振り返るためのチェッ 
クシートを作成し、あらゆる年代の方々へ活用を促す。 

（２）エクセレント企業拡大促進（24,794 千円） 
・ エクセレント企業の認定を目指す企業に対するアドバイザーの派遣 
や認定式の開催等を行う。 

・ 県内の高校生や大学生に向けたエクセレント企業のＰＲを行う。 

（３）エクセレント企業拡大・支援事業費補助金（1,600 千円） 
エクセレント企業の認定を目指す企業が、認定に必要な取組みを行 

う場合や、エクセレント企業が人材確保等に繋がる取組みを行う場合 
に、２０万円を上限として必要な経費の１／２を補助する。 

（４）エクセレント企業に対するブラッシュアップ支援（1,343 千円）  
エクセレント企業の更なる取組みを支援するため、学習会の開催や、 

アドバイザーの派遣等を行う。 

所 属 
健康福祉部子ども・女性局 

男女共同参画・女性の活躍推進課 

係 名 企画係 内線 3514 

（款）３民生費 （項）３児童福祉費 （目）(3)家庭児童福祉費 

（明細書事業名）○少子化対策費 少子化対策推進費         
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新たな感染症に備えた体制の強化 

＜地域医療介護総合確保基金事業＞ 
 
１ 事 業 費   ２７２，３９７（前年度 ３５，０００） 
         【財源内訳】     【主な使途】 

         国庫     118,698   補助金 236,000 
        繰入金    35,000   寄附金  35,000 

          一般財源 118,699    委託料    782 
 
２ 背景・事業目的 

３年余にわたる新型コロナウイルス感染症への対応は、５類移行によ 
り一つの区切りを迎え、県では、これまでに得た教訓や知見を活かし、 
感染症予防計画の改定を進めている。 
今後は、この計画に基づき、入院や発熱外来等の医療提供体制を確保 

するとともに、感染症対応にあたる人材の養成・資質の向上を図り、新 
たな感染症に備えた体制を強化する。 

 
３ 事 業 概 要   

新（１）協定締結医療機関の設備整備への支援（236,000 千円） 
新たな感染症の発生・まん延時に病床確保や発熱外来等に対応 

する医療機関と予め協定を締結するとともに、個人防護具の保管 
庫、ＰＣＲ検査装置、簡易陰圧装置等の設備整備を支援する。 

    ［補助率］１０／１０（個室病床整備は補助率２／３） 

新（２）医療従事者や保健所等職員の対応力強化（1,397 千円） 
医療従事者や保健所等職員向けに、感染症対応の基礎から実践ま 

でを学ぶ研修動画を制作し、ＷＥＢで配信することで、感染症への 
対応力を強化する。 

（３）感染症専門人材の養成（35,000千円） 
＜地域医療介護総合確保基金事業＞ 

    岐阜大学に感染症寄附講座を設置し、感染症を専門とする医師の 
   ほか、感染管理・制御にかかる高度な知識や技術を有する看護師、 

薬剤師、臨床検査技師等の専門人材を養成する。 
 
 
 
 
 
 

所 属 健康福祉部感染症対策推進課 健康福祉部医療整備課 

係 名 感染症対策第二係 内線 3352 医事係 内線 3239 

（款）４衛生費 （項）４保健予防費 

（目）(2)感染症予防費 

（明細書事業名）○防疫費 

         防疫対策費 

（款）４衛生費 （項）１医務費 

（目）(2)医務費 

（明細書事業名）○医療監視等指導費 

医療監視費  
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医師の育成・確保 

＜地域医療介護総合確保基金事業＞ 

１ 事 業 費   ４４６，３８６（前年度 ４０１，４４１） 
            【財源内訳】      【主な使途】 

繰入金  397,186   貸付金 401,618 
諸収入  49,200  補助金  44,768 

２ 背景・事業目的 
本県の医師偏在指標(※)は増加傾向にあるものの、依然全国平均を下回 

っており、圏域別で見ると、岐阜圏域を除く全ての圏域で全国平均を下 
回っていることから、引き続き、医師確保及び地域偏在の解消に向けた 
施策を推進する。 
 加えて、医師の勤務環境改善に向けて、労働時間短縮に資する取組み 
や働きやすい職場づくりを支援する。 
 

 

３ 事 業 概 要 

（１）医学生への修学資金の貸付（386,018 千円） 
地域医療を担う医師の確保のため、卒業後、県内医療機関に一定期 

間勤務する意思のある医学生に修学資金の貸付を行う。 
   ［貸付額］第１種（岐阜県コース） 初 年 度：2,017.8 千円／年 

２年目～：1,735.8 千円／年 
           （地域医療コース）初 年 度：3,217.8 千円／年 

２年目～：2,935.8 千円／年             
   第２種         1,200 千円／年 
 
 

 
（２）専門研修を行う医師への研修資金の貸付（15,600 千円） 

特定診療科等(※)の医師の確保のため、専門医認定後、県内医療機関に  
一定期間勤務する意思のある専門研修中の医師に研修資金の貸付を行う。  
［貸付額］1,200 千円／年 

 

 

※いずれも県内医療機関において勤務するなどの一定の条件を満たした場合、返還を免除 

（３）医師の労働時間短縮に必要な機器整備等の支援（44,768 千円） 
  労働時間短縮につながるＩＣＴ機器の整備など、医師の勤務環境改 
善に係る経費に対して補助を行う。 

   ［補助率］１／２ 

 

所 属 健康福祉部医療福祉連携推進課 

係 名 医療人材確保係 内線 3277 

（款）４衛生費 （項）１医務費 （目）(2)医務費 

（明細書事業名）○医療監視等指導費 医師確保対策費 

※特定診療科等：県内で医師が特に不足している診療科（産婦人科、小児科、救急科、麻酔科）及び 

県内のへき地等の医師不足地域で特に需要が増大している総合診療科 

※医師偏在指標：全国ベースで医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価するために、人口 10 万人対 

医師数をベースに医療需要等を考慮して国において算出した指標 

※第 1 種修学資金：岐阜大学医学部医学科地域枠（岐阜県コース又は地域医療コース）に入学した者 

※第 2 種修学資金：岐阜大学医学部医学科入学・在学者（地域枠入学者を除く） 

他の都道府県に所在する大学の医学部医学科入学・在学者（自治医科大学を除く） 



－健福８－ 

 
 
 

看護人材の育成・確保 
＜地域医療介護総合確保基金事業＞ 

 
１ 事 業 費   １８７，４８９（前年度 １４１，３７６） 

【財源内訳】     【主な使途】 
繰入金  135,263   補助金  150,131 
一般財源 52,226   貸付金  36,036 
 

２ 背景・事業目的 
近年、高齢化の進行や在宅医療の拡大に伴い、訪問看護など看護職員の 

担う役割は一層大きくなる一方で、県内の看護職員数は減少傾向にあるこ 
とから、看護人材の更なる育成・確保が必要となっている。 
 このため、看護学生の県内就業率の向上策や学習環境の整備を進めるな 
ど、看護人材の育成・確保対策を一層推進する。 
 

３ 事 業 概 要 

新（１）看護学生への修学資金の貸付（36,036千円） 
地域医療を担う看護人材を確保するため、卒業後、県内医療機関に 

一定期間勤務する意思のある看護学生に修学資金の貸付を行う。（県 
内医療機関において勤務するなどの一定の条件を満たした場合、返還 
を免除） 

    ［貸付額］看 護 学 校：公立 32千円／月、民間立 36千円／月 
         准看護学校：公立 15千円／月、民間立 21千円／月 

（２）看護師等養成所の運営への支援（146,733千円） 
     卒業後県内で従事する看護師等の養成を促進するため、看護師等養

成所に対し、その運営経費の一部を補助する。 
    ［補助率］公的の場合８／１０、民間の場合１０／１０を基本として 

県内就業率９０％以上の養成所には調整率１．１を加算 

（３）看護学生の実習を受け入れる施設への支援（3,398千円） 
     新たに看護実習を受け入れる施設等に対し、必要となる備品や設備

の整備に係る経費及び実習指導者の人件費等の一部を補助する。 
    ［補助率］１／２ 

新（４）新卒訪問看護師の育成支援（1,322千円） 
訪問看護師の安定的な確保に向けて、新卒で訪問看護師となる人材 

を育成するための教育プログラムの策定や看護教員・看護学生向けの 
研修会を開催する。 

 

 
 

 

所 属 健康福祉部医療福祉連携推進課 

係 名 看護係 内線 3274 

（款）４衛生費 （項）１医務費 （目）(2)医務費 

（明細書事業名）○看護師等指導教育費 

看護師等研修費、看護師等就労促進費 

        ○保健衛生事業助成費 

         看護師等養成所費 



 

－健福９－ 

 
 
 
 

 
新 薬剤師の育成・確保 

＜地域医療介護総合確保基金事業＞ 

１ 事 業 費   ２，４６４（前年度 ０） 
            【財源内訳】      【主な使途】 

繰入金  2,464    委託料  2,075 
  報償費   252 
 

２ 背景・事業目的 
本県の薬剤師数（人口１０万人当たり）は増加傾向にあるものの、依 

然全国平均を下回っている。加えて、在宅医療の推進等により、薬剤師 
の需要が増えていることから、薬剤師の育成・確保が必要となっている。 
このため、薬学生の県内就業率の向上を図るとともに、更なる薬剤師 

確保策の検討を進める。 
 

３ 事 業 概 要 

（１）薬剤師育成・確保対策の実施（2,075 千円） 
・ 病院及び薬局薬剤師を確保するため、全国の薬学生等を対象に、県 
内の病院・薬局の採用情報等を提供するオンラインセミナーを開催す 
るとともに、県内での薬剤師業務の実地研修・就業体験（病院・薬局） 
を行う。 

・ 子育て等により離職した薬剤師や病院での実務経験がない薬剤師を 
対象に、復職に対する不安の払拭や薬剤師スキルの向上を目的とした 
研修会を開催する。 

（２）薬剤師育成・確保支援体制の構築（389 千円） 
薬学生や薬剤師の県内就職の意向や動向等を調査し、薬剤師確保に 

向けた効果的な対策を検討するため、県薬剤師会、県病院薬剤師会及 
び行政等の連携協議会を立ち上げる。 

 

 

 

 

 

 

   

 

所 属 健康福祉部薬務水道課 

係 名 薬事麻薬係 内線 3432 

（款）４衛生費 （項）５薬務水道費 （目）(2)薬務費 

（明細書事業名）○薬事費 

薬事衛生費 



 

－健福１０－ 

 
 
 

 
介護人材の育成・確保 

＜地域医療介護総合確保基金事業＞ 

１ 事 業 費   ５６７，５６６（前年度 ４８１，０５６） 
            【財源内訳】         【主な使途】 

         国庫   292,715   補助金 486,420 
        繰入金    180,967   委託料  78,651 

一般財源  93,884    
 
２ 背景・事業目的 

高齢化の進行に伴い、介護需要が一層高まることが予想される一方で、 
生産年齢人口は減少することが見込まれていることから、介護人材の更 
なる育成・確保が必要である。 
このため、介護人材の確保、定着、資質の向上及び職場環境の改善を 

推進する。 
 

３ 事 業 概 要 

（１）介護職員の育成・定着支援（538,113 千円） 
・ 介護事業者や市町村等が実施する人材確保・育成・定着を目的とし 
た事業に係る経費を補助する。 

 ［補助率］補助メニューや補助対象事業者ごとに設定 
・ 県社会福祉協議会が実施する、介護福祉士養成施設や福祉系高校の 

学生を対象とした修学資金貸付の原資を補助する。 
 ［補助率］１０／１０ 
・ 介護情報ポータルサイト「ぎふ KaiGO！」を通じて若年層や現役介 
 護職員などに対して介護の仕事や職場の魅力を発信する。 

（２）「ぎふ・いきいき介護事業者」の認定（23,597 千円） 
介護人材の育成や職場環境の改善に積極的に取り組む事業者を認定・ 

公表し、介護人材確保を支援する。 

（３）外国人留学生への支援（5,856 千円） 
県内の介護事業者が、介護福祉士を目指す外国人留学生（就労予定 

者）に奨学金を貸与・支給する場合、その一部を補助する。 
   ［補助率］１／３（上限額：学費 200 千円／年、居住費 216 千円／年） 
        ※居住費の上限額を 120 千円／年から 216 千円／年に拡充 
  

所 属 健康福祉部高齢福祉課 

係 名 長寿社会推進係 内線 3464 

（款）３民生費 （項）１社会福祉費 （目）(7)老人福祉費 

（明細書事業名）○介護人材確保対策費 

介護人材確保対策費 

○介護事業者指導費 

介護サービス適正指導事業費 



－健福１１－ 

 
 
 

 
保育士の育成・確保 

 
１ 事 業 費  ６２，６３９（前年度 １９，９２２） 

【財源内訳】     【主な使途】 
国庫   27,539     補助金  29,600 
諸収入     17     委託料   23,395（事業委託） 

         一般財源 35,083   報酬等    3,372（人件費） 
 

２ 背景・事業目的 
   各市町村では、低年齢児の保育需要の増加や保育サービスの多様化

により、必要な保育士を確保することが困難な状況にある。そのため、
岐阜県保育士・保育所支援センターを中心に、保育士の確保・定着を
促進する。また、保育士の業務負担及び心理的負担の軽減を図ること
により、働きやすい職場環境の整備を推進する。 

 

３ 事 業 概 要 

（１）保育士・保育所支援センターによる取組み（23,672 千円） 
・ 専用ポータルサイトを活用した求人・求職マッチングを行う。 
・  潜在保育士や進路選択を控えた学生等を対象に「保育のしごと」 
見学会や「保育分野への進学・就職総合フェア」を開催する。 

新（２）保育士キャリアアドバイザーの設置（3,484 千円） 
潜在保育士の復職に向けた伴走支援や現役保育士等の相談を

行うため、保育士・保育所支援センターにアドバイザーを設置す
る。 

（３）保育人材確保のための保育士試験受験者への支援（3,611 千円） 
     保育士・保育所支援センターへの人材登録を受講条件とし、保

育士資格取得を目指す人を対象とした試験対策講座を開催する。 

新（４）保育士の心のケアの推進（2,272 千円） 
     保育士の心理的負担を軽減するため、臨床心理士による無料相

談を実施する。 

新（５）保育施設における使用済みおむつの処分の推進（29,600 千円） 
保育施設における使用済みおむつの処分を推進するため、保管 

用ダストボックス等の購入を補助する。 
［補助率］認可保育施設２／３ 認可外保育施設１／２ 

     
 
 

 

所 属 健康福祉部子ども・女性局子育て支援課 

係 名 保育支援係 内線 3536 

（款）３民生費 （項）３児童福祉費 （目）(10)児童福祉諸費 

（明細書事業名）○保育士指導費 保育士指導費 

（款）３民生費 （項）３児童福祉費 （目）(2)児童保護費 

（明細書事業名）○保育対策費 保育対策推進費 



 

－健福１２－ 

 
 

 
                   
 

 
看護補助者及び介護・障がい福祉職員の処遇改善支援 

 
１ 事 業 費  ７６，１００（前年度 ０） 
            【財源内訳】      【主な使途】 

国庫  76,100      補助 金 76,100 
 
２ 背景・事業目的 

他の職種より給与水準が低く、人材確保や定着が困難な看護補助者の 
処遇改善を行う必要がある。 
また、介護・障がい福祉分野での賃上げが低水準であることから、必 

要な介護・障がい福祉職員を確保するため、更なる処遇改善を行う必要 
がある。 

   このため、賃上げを実施するための経費を支援することにより、人材 
確保・定着を図る。 

 
３ 事 業 概 要 

新 看護補助者処遇改善への支援（76,100 千円） 
病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象とした賃上げを実施 

するための経費を支援する。 
［支 援 額］１人当たり月額平均 6,000 円の賃上げに相当する額 
［対象期間］令和６年２月から５月まで(※) 

 

＜参考＞介護・障がい福祉職員処遇改善への支援（779,928 千円）３月補正 
介護・障がい福祉サービス事業所等に勤務する介護・障がい福祉 

職員を対象とした賃上げを実施するための経費を支援する。 
［支 援 額］１人当たり月額平均 6,000 円の賃上げに相当する額 
［対象期間］令和６年２月から５月まで(※) 

 
 
 

 

所 属 健康福祉部医療福祉連携推進課  

係 名 看護係 内線 3274    

所 属 健康福祉部高齢福祉課 健康福祉部障害福祉課 

係 名 事業者指導係 内線 3468 事業所指導係 内線 3490 

（款）４衛生費 （項）１医務費 （目）(2)医務費 

（明細書事業名）○看護師等指導教育費 

看護師等就労促進費 

※６月以降は、令和６年度診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬改定により対応 



 

－健福１３－ 

 
 

 

 

 
地域医療構想に向けた医療機関の取組みの支援 

＜地域医療介護総合確保基金事業＞ 
                   
１ 事 業 費   １，１１１，９４３（前年度 １，２７２，３０５） 

【財源内訳】    【主な使途】 
繰入金  1,111,943 補助金    1,111,943 

 
２ 背景・事業目的 

高齢化が進行する中で、本県では医療・介護需要の更なる増加が見込 
まれており、県民が将来にわたって適切な医療を受けるためには、限り 
ある医療資源を効率的かつ効果的に活用していく必要がある。 
このため、県では、将来あるべき医療提供体制を示した「岐阜県地域 

医療構想」に基づく取組みを推進していく。 
 
３ 事 業 概 要 

（１）病床数の適正化に係る施設整備等の支援（79,523 千円） 
病床数の適正化に伴い、病室等を他の用途へ変更するための施設整 

備に要する経費を補助する。 
［補 助 率］１／２ 

（２）複数医療機関の再編統合に係る施設整備等の支援（1,032,420 千円） 

複数医療機関の再編統合に係る新施設の整備に要する経費を補助す 
る。 
［補助金額］回復期病床数の増加割合等に応じて算定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

所 属 健康福祉部医療整備課 

係 名 医療企画係 内線 3235 

（款）４衛生費 （項）１医務費 （目）(4)医療整備対策費 

（明細書事業名）○病院特殊診療部門対策費 

医療施設近代化施設整備費 



 

－健福１４－ 

 
新 医療提供体制の強化 

                    ＜地域医療介護総合確保基金事業＞ 

１ 事 業 費   ３３，５８２（前年度 ０） 
            【財源内訳】      【主な使途】 

国庫   10,837    補助金 32,023 
繰入金   22,745   委託料  1,559 

 
２ 背景・事業目的 

医師の地域偏在や診療科偏在が課題となる中、医療機関の相互連携体 
制の構築やデジタル技術の活用により、居住地域にかかわらず、等しく 
医療にアクセスできる仕組みを構築する必要がある。 
また、精神障がい者の措置入院制度に係る運用体制の充実に向けて、 

迅速な措置診察の実施による精神医療提供体制の構築を図る。 
 
３ 事 業 概 要 

（１）循環器疾患に関する急性期医療体制の整備（21,186 千円）  

＜地域医療介護総合確保基金事業＞ 
   脳卒中や心血管疾患などの循環器病の患者の診断を迅速かつ正確に 
  行い、発症から早期に専門的治療を開始する体制を整備するため、医 
  療機関に対して、遠隔で患者の画像データ等を共有できるコミュニケ 

ーションアプリの導入に係る経費を補助する。 
［補助率］１０／１０ 

（２）遠隔画像診断等設備整備への支援（10,837 千円） 
医療の地域格差を解消し、医療の質及び信頼性を確保するため、遠 

隔画像診断や遠隔病理診断を実施する医療機関に対して、その実施に 
必要な機器整備費用を補助する。 
［補助率］１／２ 

（３）精神科救急医療体制の充実（1,559 千円）  
＜地域医療介護総合確保基金事業＞ 

    措置入院制度の円滑な運用に向けて、措置診察を担う精神保健指定 
   医の当番制を導入する。 
 

所 属 健康福祉部保健医療課 健康福祉部医療福祉連携推進課 

係 名 
精神保健福祉係 

健康推進室健康増進係 
内線 

3313 

3317 
医療人材確保係 内線 3277 

（款）４衛生費（項）４保健予防費 

（目）(5)成人病予防費 

(明細書事業名） 

○成人病予防費 

   生活習慣病対策費 

（款）４衛生費（項）１医務費 

（目）(2)医務費 

(明細書事業名） 

○医療監視等指導費 

医師確保対策費 

（款）４衛生費（項）４保健予防費 

（目）(4)精神保健費 

(明細書事業名） 

○精神障害者保護費 

  精神障害者保護対策費 



 

－健福１５－ 

 

救急・災害医療体制の強化 
 
１ 事 業 費   ３４０，２４５（前年度 ３３８，５４２） 
            【財源内訳】       【主な使途】 

国庫      163,306  補助金 327,762 
諸収入     690  負担金   8,044 
一般財源  176,249  役務費   3,248  
                

２ 背景・事業目的 
救急時や災害時において、県民が必要かつ適切な医療が受けられるよ 

う、平時から救急・災害医療体制の整備を進める必要がある。 
 このため、救急・災害医療体制の充実・強化に向けた施策を推進する。 

 
３ 事 業 概 要 

（１）ドクターヘリの運航（335,806 千円）  
     ドクターヘリの基地病院である岐阜大学医学部附属病院に対し、

運航に係る経費を補助する。 
   ［補助率］１０／１０ 

（２）災害支援ナース派遣体制の整備（3,865 千円）  
     被災した医療機関における看護業務や避難所の感染症対策等を行

うため、県内医療機関等に勤務する看護職員を災害支援ナースとし
て現地に派遣する体制を整備する。 

新（３）災害薬事コーディネーターの養成（574 千円）  
     被災地の医薬品や薬剤師に関する情報を把握し、医薬品の供給や

薬剤師の手配等を行う災害薬事コーディネーターを養成するための
研修を開催する。 

 

 

 

 

 

 

所属 健康福祉部医療整備課 健康福祉部医療福祉連携推進課 健康福祉部薬務水道課 

係名 医療整備係 内線 3237 看護係 内線 3274 薬事麻薬係 内線 3432 

（款）４衛生費 （項）１医務費 （目）(4)医療整備対策費 

（明細書事業名）○救急医療対策費 

救急医療施設運営費 

○災害医療対策費 

災害医療救護対策費 

（款) ４衛生費 （項）５薬務水道費 （目）(2)薬務費 

（明細書事業名）○薬事費 

薬事衛生費 



 

－健福１６－ 

 
 
 
 
 
 

既存の制度や分野の壁を超えた包括的支援体制の整備 
 
 
１ 事 業 費   ５７，７３１（前年度※Ｒ４.３月補正含む ４４，７５９） 
            【財源内訳】      【主な使途】 

国庫    4,365   補助金 56,000 
一般財源 53,366   

 
２ 背景・事業目的 

８０５０問題や孤独・孤立問題など、地域住民が抱える課題が複雑化・ 
複合化する中、制度や分野の壁を超えて、一人ひとりが抱える生活課題 
や生きづらさに寄り添った包括的な支援を行う体制を構築する。 

 
３ 事 業 概 要 

（１）孤独・孤立対策の推進（8,731 千円） 
・孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム活動の推進 

孤独・孤立対策に取り組む多様な支援団体間の連携強化や情報共有 
を図るため、連携会議やシンポジウムを開催する。 

・孤独・孤立対策に取り組むＮＰＯ等への支援 
複数の支援団体が連携・協働しながら、悩みを抱える方への支援と 

して、新たな取組みを実施する場合の事業費を補助する。 
 ［補助率］１０／１０ 
 ［取組例］①子ども向けと高齢者向けのそれぞれの居場所の運営団体 

が連携して実施する全世代型の居場所づくり 
②カフェを運営する団体と子育て支援やひきこもり支援団 
体が連携して、「居場所づくりカフェ」を運営し、子育て 
世代やひきこもりの方を雇用 

（２）市町村における包括的支援の促進（49,000 千円） 

複雑化・複合化した課題を抱える要支援者に対して、市町村が支援 
関係機関との連携を図りながら、支援プランの作成や地域社会とのつ 
ながりづくり、支援につながっていない方への訪問支援などの包括的 
な支援を実施する場合、その事業費を補助する。 

   ［補助率］１／４ 
 

所 属 健康福祉部地域福祉課 

係 名 地域福祉係 内線 3446 

（款）３民生費 （項）１社会福祉費 （目）(9)社会福祉諸費 

（明細書事業名）○福祉コミュニティ構築推進費 

 地域福祉推進事業費 



 

－健福１７－ 

 
 
 
 

福祉サービスの充実 
               ＜地域医療介護総合確保基金事業＞ 

 
１ 事 業 費   １，５９０，７７４ 

（前年度※Ｒ４.３月補正含む １，５８３，３６６） 
            【財源内訳】         【主な使途】 

国庫      411,977      補助金  1,589,872 
県債    229,800 
繰入金   908,064 
一般財源   40,933 

 
２ 背景・事業目的 

高齢者が、住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることができるよ 
う、介護サービス提供体制の整備を図っていくことが重要となっている。 
また、障がい者が、地域で不自由なく生活していくには、安心して暮 

らすことができる住まいやサービスの充実が必要である。 
このため、その受け皿となる施設の整備を進めていく。 

 
３ 事 業 概 要 

（１）高齢者福祉施設整備等への支援（971,904 千円）                    

                  ＜地域医療介護総合確保基金事業＞ 
介護サービス提供体制の整備を計画的に進めるため、高齢者福祉 

施設の整備・開設準備等に係る費用に対して、補助を行う。 
［補助率］補助対象事業ごとに設定 

（２）障がい福祉施設整備への支援（617,968 千円）３月補正含む 
障がい福祉サービス充実のため、施設等から地域での生活への移 

行支援の核となるグループホームの整備など、障がい福祉施設の新 
設・改修に係る費用に対して、補助を行う。 
［補助率］３／４以内 

新（３）県立障がい福祉施設あり方検討委員会の設置（902 千円） 
老朽化が進む県立障がい福祉施設について、ニーズの変化を踏ま 

えた今後のあり方と再整備方針を策定するため、外部有識者を構成 
員とした検討委員会を設置する。 

所 属 健康福祉部高齢福祉課 健康福祉部障害福祉課 

係 名 施設整備係 内線 3472 施設整備係 内線 3494 

（款）３民生費 （項）１社会福祉費 （目）(7)老人福祉費 

（明細書事業名）○老人福祉施設費 老人福祉施設整備費 

（款）３民生費 （項）１社会福祉費 （目）(4)障害者福祉費 

（明細書事業名）○福祉施設整備費 福祉施設整備費 

（款）３民生費 （項）３児童福祉費 （目）(2)児童保護費 

（明細書事業名）○児童福祉施設整備費 児童福祉施設整備費 



 

－健福１８－ 

 

福祉分野における生産性向上 
＜地域医療介護総合確保基金事業＞ 

１ 事 業 費   ３９６，１４１（前年度 ２９９，５５１） 
            【財源内訳】       【主な使途】 

国庫     305,957     補助金  385,591 
繰入金   10,266   委託料   9,885 
一般財源  79,918 

 
２ 背景・事業目的 

少子高齢化の進展により、生産年齢人口の減少とともに、福祉サービ 
ス受給者の更なる増加が見込まれる中、適切なサービスを提供していく 
には、生産性向上の視点がますます重要となっている。 
このため、デジタル技術を活用した取組みを支援することにより、現 

場の業務負担の軽減・効率化等を図る。 
 

３ 事 業 概 要 

（１）介護ロボットの導入支援（220,008 千円） 
介護・障がい福祉施設における夜間の見守りや身体介護など、業   

    務における福祉施設職員の負担を軽減するため、介護ロボットの導 
入に係る経費を補助する。 
［補助率］３／４ 

（２）ＩＣＴ機器等の導入支援（165,867 千円）３月補正含む 
・ 介護事業所の介護記録から情報共有、介護報酬の請求業務までを 
 効率的に一元管理できるＩＣＴ機器等の導入に係る経費を補助する。 
・ 障害福祉サービス事業所等の利用者日報の一元管理、遠隔で職員 
間の情報共有ができるＩＣＴ機器等の導入に係る経費を補助する。 
［補助率］３／４ 

 

新（３）岐阜県介護生産性向上総合相談センター(仮称)の設置（10,266 千円） 
              ＜地域医療介護総合確保基金事業＞ 
介護事業者に対し、介護ロボット・ＩＣＴ機器導入等の取組みを助 

言するなど、生産性向上に向けたワンストップ型の支援を実施するた 
めの相談センターを新たに設置する。 

 

所 属 健康福祉部高齢福祉課 健康福祉部障害福祉課 

係 名 長寿社会推進係 内線 3464 社会参加推進係／施設整備係 内線 3482／3494 

（款）３民生費 （項）１社会福祉費 （目）(7)老人福祉費 

（明細書事業名）○介護事業者指導費 介護サービス適正指導事業費 

        ○介護人材確保対策費 介護人材確保対策費 

（款）３民生費 （項）１社会福祉費 （目）(4)障害者福祉費 

（明細書事業名）○障害者自立支援費 障害者自立支援費 



－健福１９－ 

 

 

 

子どもの貧困対策・ひとり親家庭への支援の強化 

 
１ 事 業 費   ５６，４１５（前年度 ５５，９０７） 
            【財源内訳】      【主な使途】 
          国庫    18,544   委託料 44,815（事業委託） 
          一般財源 37,871   補助金 11,238（事業費補助） 
 
２ 背景・事業目的 

生活困窮世帯やひとり親家庭等の子どもは、物価高騰など様々な影響 
により、厳しい家庭環境や社会的に孤立するなど、多くの課題を抱えて 
いる。 
そのため、子ども食堂の拡大や学習支援の充実を通じて子どもの居場 

所づくりを推進するともに、ひとり親家庭等に対する相談支援体制の強 
化を図る。 

 
３ 事 業 概 要 

（１）子どもの居場所応援事業費（11,000 千円） 
「子どもの居場所応援センター」を通じて、子どもの居場所の円滑 
な立ち上げや運営のための相談窓口を設置するほか、企業に対する 
支援の呼びかけ等を行う。 

（２）子ども食堂・子ども宅食運営支援事業費補助金（11,238 千円） 
     子どもの居場所としての「子ども食堂」や訪問支援型の「子ども

宅食」を実施又は支援する市町村に対して、新設や運営などにかか
る経費の１／２を補助する。                                     

（３）ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業費（28,677 千円） 
     ひとり親が抱える様々な課題に対応し、伴走型できめ細やかな支

援を提供するため、専門職等による集中相談や、就業支援、養育費
相談を実施するほか、心の相談に対する支援等を強化する。 

新（４）生活困窮世帯の子どもに対する学習支援の実施（5,500 千円） 
生活困窮世帯の子どもに対し、学習塾等民間事業者のノウハウを 

活用したオンライン等による学習支援を実施する。 
 

所 属 健康福祉部子ども・女性局子ども家庭課 

係 名 子ども支援係 内線 3553 

（款）３民生費 （項）１社会福祉費 （目）(9)社会福祉諸費 

（明細書事業名）○社会福祉諸費 
         社会福祉諸費 

（款）３民生費 （項）３児童福祉費 （目）(7)母子福祉費 

（明細書事業名）○母子家庭援護費 
         母子家庭援護促進費 



 

－健福２０－ 

所 属 健康福祉部地域福祉課 健康福祉部子ども・女性局子ども家庭課 

係 名 地域福祉係 内線 3446 児童養護第一係 内線 3560 

 

ケアラーへの支援の充実 

 

１ 事 業 費   ３７，７９４（前年度 １４，６５８） 
【財源内訳】     【主な使途】 

          国庫     20,014   委託料  24,394（事業委託） 
諸収入     54    報酬等  9,909（人件費） 
一般財源 17,726 

 
２ 背景・事業目的 

身近な人に無償で介護、看護、日常生活上の世話等の援助を行うケア 
ラーにとって、ケアに伴う精神的・身体的負担などが課題となっている。 
とりわけ、ヤングケアラーは、本人や家族に自覚がない場合がある 

うえ、支援が必要な状態であっても表面化しにくい構造となっている。 
このため、県民等がケアラーに対する理解を深め、ケアラーが安心し 

て暮らすことができるよう、社会全体で支えていく。 
 
３  事 業 概 要 

新（１）ケアラー実態調査の実施・支援推進計画の策定（6,487 千円） 
身近な人に無償で介護等を行うケアラーの実態を調査し、ケアラー 

支援に関する推進計画を策定する。 

新（２）ケアラー支援に係る広報・啓発活動の実施（1,232 千円） 
ケアラーを社会全体で支え、必要な支援につなげるため、広報・ 

啓発を実施するとともに、シンポジウムを開催する。 

（３）ヤングケアラー支援体制の構築（18,717 千円） 
ヤングケアラーの気持ちに寄り添った相談支援を実施するため、

本人や経験者等が悩みや経験を共有（ピアサポート）するオンライ
ンサロンの運営やＳＮＳ相談窓口を開設する。 

（４）ヤングケアラーコーディネーターの設置（10,287 千円） 
子ども家庭課及び中央子ども相談センターに、当事者と支援者と

のパイプ役となるコーディネーターを配置する。 

（５）ヤングケアラー研修の開催（1,071 千円） 
福祉・介護・医療・教育等関係機関職員を対象に、ヤングケアラ

ーについて学ぶための研修会を開催する。 

 
（款）３民生費 （項）１社会福祉費 

（目）(9)社会福祉諸費 

（明細書事業名）○福祉コミュニティ構築推進費 

                 地域福祉推進事業費 

（款）３民生費 （項）３児童福祉費 

（目）(3)家庭児童福祉費 

（明細書事業名）○児童福祉対策費 

児童福祉対策推進費 



 

－健福２１－ 

所 属 健康福祉部子ども・女性局子ども家庭課 

係 名 児童養護第一係／児童養護第二係 内線 3560 

児童虐待防止対策及び社会的養育の推進 

１ 事 業 費   １７８，６４３（前年度 １４５，１３３） 

【財源内訳】      【主な使途】 
          国庫      107,336  委託料  173,183（事業委託） 
      一般財源   71,307  報償費    2,435 

 

２ 背景・事業目的 

児童虐待の防止を図るため、特定妊婦等への支援を行うとともに子ど 

  もの権利擁護における支援体制を構築する。また、事情により実親の元 

  で生活ができない子どもに対する里親等による養育を推進する。 

加えて、児童福祉施設退所者等の自立支援拠点を設置することにより、 

児童福祉の向上を図る。 

 

３  事 業 概 要 

（１）妊娠や出産に悩みを抱える特定妊婦等への支援（39,998 千円） 
妊娠や出産に悩みを抱える特定妊婦や出産後の母子等の生活支援

の充実を図るため、妊娠、出産についての相談窓口の設置や、食事・
住まいの提供等を行う。 

新（２）子どもの権利擁護のための支援（4,127 千円） 

     子どもが一時保護所や里親家庭、児童養護施設等での生活や措置

に関する意見や考えを表明できるよう、意見表明支援員が施設等を

定期的に訪問する。 

（３）里親養育包括支援事業費（108,093 千円） 

定期的な里親宅への訪問や里親相互の情報交換を支援する里親等

相談支援員を各圏域に配置するとともに、里親の養育技術の向上に

資するトレーニング研修等を実施する。 

（４）社会的養護自立支援事業費（26,425 千円） 

児童福祉施設を退所した児童等の自立を支援する拠点を設置し、

生活相談、自立支援研修及び情報提供等を実施する。 

 

（款）３民生費 （項）３児童福祉費 （目）(3)家庭児童福祉費 

（明細書事業名）○児童福祉対策費 

         児童福祉対策推進費 

（款）３民生費 （項）３児童福祉費 （目）(10)児童福祉諸費 

（明細書事業名）○児童援護費 

         児童援護促進費 
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健康づくりの推進 

 
１ 事 業 費   ２３，５５２（前年度 ２１，５６０） 
            【財源内訳】      【主な使途】 

国庫    6,354    委託料 17,625 
一般財源 17,198   補助金  4,105 

 
２ 背景・事業目的 

県民の健康寿命の延伸を図るため、「第４次ヘルスプランぎふ２１」 
（県健康増進計画)に基づき、一人ひとりが健康な生活習慣の重要性につ 
いて関心と理解を深め、健康づくりに取り組みやすい環境整備を進めて 
いく。 

 
３ 事 業 概 要 

（１）清流の国ぎふ健康・スポーツポイント事業の普及促進（6,301 千円） 

健康診断の受診、健康講座など健康づくりメニューへの取組みや 
スポーツイベントへの参加等にポイントを付与する「清流の国ぎふ 
健康・スポーツポイント事業」を実施する。 

（２）清流の国ぎふ健康づくりコンテストの実施（6,111 千円） 
県民の健康意識の向上を図るため、地域において健康づくりの顕 

著な取組みを行う団体や企業等を表彰・広報するコンテストを実施 
する。 

（３）清流の国ぎふ健康経営推進事業の普及促進（4,327 千円） 
従業員の健康に配慮する企業を「清流の国ぎふ健康経営宣言企業」 

として登録するとともに、健康教室の講師派遣等により企業の健康 
づくりを支援する。 

新（４）子宮頸がん検診の自己負担無料化（4,487 千円）  
子宮頸がん検診の受診者（２５歳）の自己負担額を無料とした市 

町村に対し、自己負担相当額を補助する。 
    ［補助率］１０／１０（上限額 2,000 円／人） 

（５）乳がん検診の受診率向上（2,326 千円） 
低下傾向にある乳がん検診受診率向上のため、民間団体と協働し 

てがん検診等の普及啓発を行うとともに、がん検診車（ラッピング 
バス）による乳がん検診を実施する。 

 

所 属 健康福祉部保健医療課 

係 名 健康推進室健康増進係／がん・受動喫煙対策係 内線 3317／3319 

（款）４衛生費（項）１医務費 

（目）(3)健康増進対策費 

(明細書事業名）○健康づくり推進費 

          健康づくり運動推進費 

（款）４衛生費 （項）４保健予防費 

（目）(5)成人病予防費 

（明細書事業名）○がん対策費 

がん対策推進費 
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献血運動の推進 
 
１ 事 業 費   ６７，６９２（前年度 ３４，５００） 
            【財源内訳】       【主な使途】 

国庫     10,019  負担金  36,000 
一般財源  57,673  委託料 28,357 

 
２ 背景・事業目的 

本県の献血者数は年々減少し、特に若年層の献血離れが著しい状況に 
ある。このため、将来にわたり血液製剤を安定的に確保することができ 
るよう、県、岐阜県赤十字血液センター及び関係機関が連携して若年層 
を対象とした普及啓発を強化する。 

 

３ 事 業 概 要 

新（１）「第６０回献血運動推進全国大会」の開催（37,192 千円） 
国民一人一人が献血の重要性を認識し、献血運動が盛り上がるこ 

とにより、特に若年層の献血気運を高め、我が国の血液事業の一層 
の推進を図るため、「第６０回献血運動推進全国大会(※)」を開催する。 

 

 

 

 

 

（２）若年層を対象とした献血啓発事業の展開（28,468 千円） 
若年層の献血への関心を高めるため、ＳＮＳでの情報発信及びタ 

レントを起用した啓発活動を展開する。 
また、多くの県民に献血に協力いただけるよう、「岐阜県赤十字血 

液センター岐阜駅出張所（岐阜献血ルーム アクティブＧ）」におい 
て、啓発イベント等を実施する。 

（３）「学生献血ボランティア」を活用した献血啓発の強化(2,032 千円) 
ＳＮＳ等を活用し、「学生献血ボランティア」として同世代に献血 

協力を促す学生を増やすことで、大学及び地域の献血会場での啓発 
活動を活発化させる。 
また、学生が献血に関する知識を学ぶセミナー等を開催する。 

 

所 属 健康福祉部薬務水道課 

係 名 献血運動推進係 内線 3427 

（款）４衛生費 （項）５薬務水道費 （目）(2)薬務費 

（明細書事業名）○血液対策推進費 

献血推進費 

※第６０回献血運動推進全国大会の概要 

［趣   旨］ 広く献血制度への理解と協力を求め、献血運動を全国的な国民運動として推進するため、 

毎年７月に実施される「愛の血液助け合い運動」の一環として開催 

［開催状況］昭和４０年に東京都において開催された「第１回献血運動推進全国大会」から毎年各県 

持ち回りで開催（当県では昭和５１年度に第１２回大会を開催） 

［主  催］厚生労働省、日本赤十字社、岐阜県 

［日程・場所］令和６年７月のうち１日（岐阜市内（予定）） 

［参加予定］日本赤十字社、都道府県及び県内市町村関係者、献血功労者等 

［大会内容］第１部 式典（献血功労者及び団体の表彰、体験発表等）、第２部 アトラクション 



－健福２４－ 

 

 

 
 

障がい者の活躍推進 

 
１ 事 業 費   ３１，３７８（前年度 １２，６５６） 
            【財源内訳】      【主な使途】 

国庫    26,215  負担金   27,724 
一般財源    5,163  委託料   2,002 

 
２ 背景・事業目的 

県では、障がいのある人もない人も共に活躍し、安心して暮らせる「人 
にやさしい岐阜県づくり」を目指し、社会環境づくりや、社会参加と自  
立を進めるための支援の充実を図る。 

 
３ 事 業 概 要 

新（１）「第２４回全国障害者芸術・文化祭」の開催（29,376 千円） 
芸術文化活動への参加を通じて、障がい者の生活を豊かにすると 

ともに、国民の障がいへの理解と認識を深め、障がい者の自立と社 
会参加を促進するため、「第３９回国民文化祭」と一体で「第２４ 
回全国障害者芸術・文化祭」を開催する。 

    （統一名称：「清流の国ぎふ」文化祭２０２４(※)） 
 
 
 
 
 

（２）パラスポーツフェスタ等の開催（2,002 千円） 
障がいのある人もない人も参加できるパラスポーツのイベントを 

全圏域で実施するとともに、県内の教職員や障害福祉サービス事業 
所職員等を対象としたパラスポーツの研修会を開催する。 

 

所 属 健康福祉部障害福祉課 

係 名 社会参加推進係 内線 3482 

（款）３民生費 （項）１社会福祉費 （目）(4)障害者福祉費 

（明細書事業名）○障害者福祉事業実施費 

障害者社会参加促進費 

※「清流の国ぎふ」文化祭２０２４の概要 

［概  要］各種の文化活動を全国規模で発表・共演・交流する祭典 

［開催状況］岐阜県では、全国障害者芸術・文化祭は平成 14 年度（第 2 回大会）以来 22 年ぶり 2 回 

目の開催（国民文化祭は平成 11 年度（第 14 回大会）以来 25 年ぶり 2 回目の開催） 

［キャッチフレーズ］ともに・つなぐ・みらいへ ～ 清流文化の創造 ～ 

［会  期］2024（令和 6）年 10 月 14 日～11 月 24 日の 42 日間 
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男女共同参画・女性の活躍推進 
 

１ 事 業 費  ６３，３００（前年度 ５６，２４３） 
          【財源内訳】        【主な使途】 

    国庫   27,563   委託料  31,842（事業委託） 
          諸収入     111    報酬等 21,820（人件費） 
          一般財源 35,626 

 
２ 背景・事業目的 

男女共同参画は徐々に進展しつつあるが、依然としてジェンダー・ギャ 
ップの解消には至っておらず、その背景にはアンコンシャス・バイアス（無 
意識の思い込み）が存在することが指摘されている。 
こうした状況を踏まえ、アンコンシャス・バイアスの解消に向けた取組 

みと女性の活躍推進及び若年女性の県内定着に向けた取組みを一体的に 
実施することで、男女ともに自らが希望するライフスタイルを選択できる 
男女共同参画社会の実現を目指す。 
 

３ 事 業 概 要 

新（１）アンコンシャス・バイアスの解消に向けた取組み（6,974千円） 
・ 県民に幅広くアンコンシャス・バイアスへの気づきを促し、解消に
向けた行動につなげるため、エピソード募集や動画コンテストの開催
等、県民参加型の啓発活動を展開する。 

・ 企業経営者や管理職を対象に、企業内でのアンコンシャス・バイア
ス解消につなげるための講座やトークセッションを開催する。 

新（２）若年女性の活躍推進と県内定着の促進（2,495千円） 
若年女性のキャリア形成を支援するため、岐阜で活躍する女性と県 

内の女性社員や大学生との交流会を開催する。 

（３）働く女性のキャリア形成に向けた支援（5,000千円） 
     県内中小企業にアドバイザーを派遣し、企業の個別課題に応じたア

ドバイスや取組みの提案を行うことにより、女性管理職登用に向けた
社内体制構築を支援するとともに、企業が独自に実施する研修へ講師
を派遣する。 

  （４）「ぎふ女
じょ

のすぐれもの」の認定（14,280千円） 
    女性が企画・開発に参画した商品（食・モノ・サービス）及び取組

みの中から優れたものを「ぎふ女のすぐれもの」として認定する。 

（５）男女共同参画・女性の活躍支援センターの運営（34,551千円） 
キャリアアップを目指す女性や、再就職を目指す女性、起業を目指

す女性等、様々な立場の女性を支援するための講座等を開催する。 
 

 

所 属 
健康福祉部子ども・女性局 

男女共同参画・女性の活躍推進課 

係 名 男女共同参画係 内 線 3518 

（款）２総務費 （項）２企画開発費 （目）(8)男女共同参画推進費 

（明細書事業名）○男女共同参画推進費 

         男女共同参画普及啓発費、地域女性活動促進事業費  
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所 属 健康福祉部子ども・女性局子ども家庭課 

係 名 家庭支援係 内線 3556 

性暴力・ＤＶ被害者及び困難な問題を抱える女性等支援の推進 

１ 事 業 費   ５５，９１３（前年度  ４０，９２１） 

【財源内訳】      【主な使途】 

          国庫      25,741    委託料   30,036（業務委託） 
一般財源 30,053     報酬等   21,385（人件費） 
諸収入     119     備品購入費  2,190 

 

２ 背景・事業目的 

性暴力・ＤＶ被害や困難な問題を抱える女性については、できるだ
け早い段階で相談や適切な支援を行うことが重要となる。 

そのため、性暴力やＤＶ予防に関する啓発を推進するとともに、安
心して相談できる体制を整備し、個々の事情に応じたきめ細かな支援
を推進する。 

 

３  事 業 概 要 

新（１）ＤＶ被害者・困難な問題を抱える女性への支援（3,475 千円） 
ＤＶ被害者や困難な問題を抱える女性からの相談について、専用

電話窓口を設置し、相談体制を強化するとともに、困難な問題を抱
える女性への支援の内容を協議する支援調整会議を設置する。 

（２）女性相談支援員の増員（22,463 千円） 
専用窓口対応や市町村等への助言を行うため、女性相談支援セン

ターに女性相談支援員を３名増員し、困難な問題を抱える女性への
相談、支援体制を強化する。 

（３）ぎふ性暴力被害者支援センターの運営（29,975 千円） 
性暴力被害を受け、悩みを抱える方を対象に、被害直後からワン

ストップで必要な医療的支援等につなげるための相談窓口を２４時
間３６５日運営する。 

 

 

 

 
（款）３民生費 （項）４女性保護費 （目）(1)女性保護費 

（明細書事業名）○女性保護措置費 

ＤＶ被害等女性支援事業費 

（款）３民生費 （項）４女性保護費 （目）(2)女性相談センター費 

（明細書事業名）○女性相談センター費 

女性相談センター運営費 
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新 保育所等における性被害防止対策 
 
１ 事 業 費   ８，６２５（前年度 ０） 
            【財源内訳】       【主な使途】 

国庫     5,750      補助金  8,625 
一般財源 2,875 
    

２ 背景・事業目的 
令和５年７月に、国において「性犯罪・性暴力対策強化のための関係 

府省会議」及び「こどもの性的搾取等に係る対策に関する関係府省連絡 
会議」の合同会議が開催された。 
そこで取りまとめられた「こども・若者の性被害防止のための緊急対 

策パッケージ」に基づき、保育所等におけるパーティション等の設置に 
よるこどものプライバシー保護や保護者からの確認依頼等に応えるため 
の固定カメラの設置を促進する。 

 
３ 事 業 概 要 

（１）認可外保育施設、児童養護施設等への導入支援（3,375 千円） 
認可外保育施設、児童養護施設等におけるパーティション、簡易扉、 

簡易更衣室、固定カメラ等の設置に要する経費を支援する。 
［補助対象］認可外保育施設、児童養護施設等 

   ［補 助 率］国１/２ 県１/４ 事業者１/４ 
   ［補助基準額］１施設あたり 100 千円 

（２）障害児入所施設等への導入支援（5,250 千円） 
障害児入所施設等におけるパーティション、簡易扉、簡易更衣室、 

固定カメラ等の設置に要する経費を支援する。 
  ［補助対象］障害児入所施設、障害児通所支援事業所、障害児相談支

援事業所 
［補 助 率］国１/２ 県１/４ 事業者１/４ 
［補助基準額］１施設あたり 100 千円 

 
 
 

所 属 健康福祉部子ども・女性局子育て支援課 健康福祉部障害福祉課 

係 名 保育支援係 内線 3536 事業所指導係 内線 3490 

所 属 健康福祉部子ども・女性局子ども家庭課  

係 名  児童養護第一係 内線 3560 

（款）３民生費 （項）３児童福祉費 

（目）(2)児童保護費 

（明細書事業名）○児童保護措置費 

児童保護措置費 

（款）３民生費 （項）３児童福祉費 

（目）(3)家庭児童福祉費 

（明細書事業名）○児童健全育成費 

児童健全育成推進費 

        ○児童福祉対策費 

         児童福祉対策推進費 
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新 地域猫活動の推進 

 

１ 事 業 費   ８，３５４（前年度 ０） 
           【財源内訳】         【主な使途】 

県債       3,900    工事請負費 5,230 
一般財源   4,454    委託料    1,925 

備品購入費 1,100 

 
２ 背景・事業目的 

県では、「人と動物が共生する地域社会」の実現を目指し、飼い主のい 
ない猫について、餌やり、糞尿処理や周辺美化など地域のルールに基づ 
いて適切に管理する地域猫活動を進めている。 
地域猫活動の推進に当たっては、こういった猫の不妊去勢手術が不可 

欠であり、その実施体制の充実を図る。 

 
３ 事 業 概 要 

（１）動物愛護センターの地域猫保管施設等の整備（6,429 千円） 

動物愛護センター内の地域猫専用手術室に吸入麻酔器を設置すると 
ともに、手術室と独立した地域猫保管施設を整備する。 

（２）地域猫活動の推進体制強化（1,925 千円） 
他圏域に比べて猫に関する苦情や保健所における引取頭数が多い東 

濃地域において、地域猫の不妊去勢手術を動物病院に委託する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

所 属 健康福祉部生活衛生課 

係 名 乳肉・動物指導係 内線 3413 

（款）４衛生費 （項）３公衆衛生費 （目）(3)生活衛生指導費   

（明細書事業名） ○生活衛生指導費 

動物愛護管理費   



 

－健福２９－ 

 

 

 
 

新 水道広域化の推進 

 
１ 事 業 費   ９，５２７（前年度 ０） 
         【財源内訳】      【主な使途】 

一般財源 9,527   委託料 9,148 

 
２ 背景・事業目的 

少子高齢化による人口減少や施設の老朽化等に伴い、市町村が運営す 
る水道事業の経営環境は厳しさを増している。 
このため、県では、令和５年に策定した「岐阜県水道広域化推進プラ 

ン」に基づき、水道事業者の経営基盤の強化や持続的な経営を確保する 
ための取組みを進める。 

 
３ 事 業 概 要 

（１） 広域化検討事例の更なる詳細検討（9,148 千円）  
「岐阜県水道広域化推進プラン」による施設の共同化案について、 

更新費用・維持管理費の削減や施設利用率の向上など、広域化による
具体的な効果を算出する。 

（２） 広域化に係る検討会の開催（379 千円）  
広域化の取組事例を研究するとともに、関係水道事業者との間で経 

営の一体化、施設の共同化や管理の一体化に向けた検討を行うため、 
岐阜県水道事業広域連携研究会及び圏域部会を開催する。 

 

 

 

 

 

所 属 健康福祉部薬務水道課 

内線 

3437 
係 名 毒劇物・水道係 内線 3437 

（款）４衛生費 （項）５薬務水道費 （目）(3)水道費 

（明細書事業名）○水道費 

水道管理指導費 


